
法人概要

一般社団法人民事信託相談センター

【所在地】
〒231-0063 

神奈川県横浜市中区花咲町3-87 NSGビル401

コンセプト内（JR桜木町駅 徒歩４分）

Tel：045-325-9351
Fax：045-325-9352

HP : http://www.minjishintaku.org/

【民事信託相談センター 専門スタッフ】

弁護士、司法書士、行政書士、税理士、

宅地建物取引士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、

産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士、その他多数

※「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

家族信託家族信託

一般社団法人民事信託相談センター

初回ご相談料：無料

人生１００年時代を迎えて

新しい認知症対策
介護対策のご案内



非課税で、信託手続きを頼んだ家族に残しておきましょう！

最高90才まで加入可能な保険があります！

（病気の方も大丈夫！無診査の保険もあります）

さらに、生命保険受取は、相続人1人につき500万円が非課税です。

介護費用や自宅の引き継ぎに・・・

『家族信託』を活用!

介護・認知症・突然の病気にも対応
できる新しい対策

②
個
別
相
談

（現
在
の
状
況
の
聞
き
取
り

家
計
図
の
作
成
等
）

①
家
族
信
託

セ
ミ
ナ
ー
、
説
明

③
委
託
者
（親
）

と
受
託
者
（子
）

の
同
意

④
お
申
込
み

⑤
信
託
契
約
書

の
確
認

⑥
公
証
役
場
で

契
約

自宅を空き家にしないために
家族信託で事前に信託契約をする
ことで、空き家対策ができます。

あなたはご存知ですか？（一般の方へのアンケートです）

①親が認知症になった場合、
銀行口座が凍結され、家族でも
お金を引き出すことはできません。
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②親が認知症になった場合、
土地の売買などの契約行為は
できません。

「急な入院など、本人が動けな
い時、支払いはどうするの？」
「老人ホームに入所したくても、
認知症になったら、入居金や自
宅の管理はどうするの？」
「住み慣れた家に居たいけれど、
介護費用で家族に面倒をかけ
たくない。」等、老後のお金の
管理については悩みが多いも
のです。

解決策としての、「家族信託」という言葉を耳にしたことはありますか？
安心して暮らせる老後のためには・・・
お元気な今のうちから一緒に考え始めてみませんか？

脳梗塞や認知症等により、意思疎通が難しくなった場合、銀行の手続きを始め
様々な契約ができなくなる場合があります。
対応できるのは今まで「後見制度」のみでしたが、成年後見人に家族がなれる確率
は3割以下。家族には選択権も拒否権もありません。

そこで！ 新たにできた選択肢「家族信託」なら、信じる家族に任せられます！
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信託契約

本人名義の自宅や預貯金を家族に信託契約する
ことにより、本人がその後認知症や介護状態にな
り手続きができなくなった場合でも、契約を交わし
た家族が代わりに手続きすることができます。
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自宅はそのままで、
老人ホーム等へ

誰も手続きできず、
空家に

空
家認知症や

寝たきり


